




【例③（初回輸入通関分有償）】分割送金（①前払 30％、②後払 70％の支払い条件等）の場合（2022 年度証明書の返納用） 
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様式第２ 

表  面                          【例】 

                  

根拠法規 
重油及び粗油等の関税割当制度 

に関する省令第２ 

主務官庁 経 済 産 業 省 

関税割当証明書 

  

  証明書番号  2022A 第 100●●●号                   法 人 番 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1       

  割当年月日  2022 年 4月 27 日                     期間満了日 2023 年 3 月 31 日          

 

    割当を受けた者 

の氏名（名称）    経済産業株式会社       代表取締役              経済  太郎             

 

割当を受けた者 

の住所                東京都千代田区霞が関１－３－１        電話番号 03-3501-1659  

 

      証明の内容 

関税 率表番号  品       名  数量 及び単位  

 

６４ ．０３ｅｘ  

６４ ．０４ｅｘ  

       ６ ４． ０５ｅｘ  

 

 

 革 製及び革を 用いた履物  
（ ス ポ ー ツ 用 の も の 及 び ス リ ッ パ を 除

く 。 ）  

 

 

    ※３５０ 足  

 

 

 

 

 

そ   の   他   の   事   項  

 

 

 

 

 

 

 
 

経済産業大臣 

 

 

※証明書の原本（表裏の全て） 

（ＮＡＣＣＳシステムに登録した場合は「関税割当証明書システム管

理終了結果情報」を併せて提出すること。） 

※NACCS を必ず終了してください。 








